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はじめに

―生活費や進学費用をアルバイトで稼ぐ生

徒に接して

工業高校で教員をしている筆者は、数年前の

授業中に、生徒の生活実態を見直す必要性を

痛感した。現代社会という公民科の科目で、

「派遣切り」について話していると、突然生

徒が立ち上がり、「うちの親父は、解雇され

て家計が苦しいのに酒を飲んで毎日ブラブラ

している。それで、俺がいくらバイトしても

家計の足しにされて消えていく。」と興奮し

て言い出した。筆者は、多くの生徒がアルバ

イトをしていることは知っていたが、遊ぶた

めの費用ぐらいにしか考えておらず、苦しい

家計を助けている生徒がいるとは思わなかっ

た。

そこで、クラス全員に「アルバイトしてい

る人」と問いかけると、3分の2ほどの生徒が

手を挙げた。「それって、遊ぶためだろう？」

と言うと、生徒たちは「何言ってるの、定期

代に検定代に部活代。」「専門学校に入るお

金。二つバイト掛け持ち。」としゃべりはじ

めた。多くの生徒にとっては、アルバイトで

生活費や進学費用を稼ぐことは、当たり前の

ことであるようだ。特に、進学費用は多額で

あるため、親が用意できない場合、奨学金が

支給されるまで入学金をアルバイトで準備し

ている進学希望者は多いと、進路担当の教員

が教えてくれた。

後日、苦労してアルバイトで稼いだ費用で

大学に進学した卒業生が、「先生聞いて。大

学では、周りの子はみんな、親の金で服を買

い、ディズニーランドへ遊びに行くんだよ。

信じられない」と怒っているのを聞いた。こ

うした生徒と接した教員としての経験から、

同じ学校に同じ様な服装で通っている生徒た

ちも、その学費や服装代は、親の負担なのか

生徒自身の負担なのか、そこに貧困の境界線

があると思えてきた。

高校生が、自分の生活費や進学費用をアル

バイトで稼ぎ出さなければならない、「若者

の貧困」の現状とはいかなるものなのか。単

なる個人的な経験的なものに留まらず、統計

から客観的なものとして捉え、その原因を探

る必要性を痛切に感じた。

可視化しはじめた若者の貧困

「若者の貧困」は、欧米諸国では1980年代

終わりから社会問題として受け止められてい

た。背景としては、1980年代のポスト工業化

時代に起きた、情報、金融、サービス業への

産業構造の急激な変化があった。この変化に

伴い、製造業の後退と産業の空洞化が起きて、

若者の失業と貧困をもたらした。このため、

欧米諸国では、1990年代後半には、若者を支

援するための政策を打ち出した（宮本2004）。

例えば、イギリスで誕生したブレア労働党政

権では、「ヤング＝ニューディール」と呼ば

れる本格的な若者支援策が登場した。「ヤン

グ＝ニューディール」の特徴は、パーソナル

アドバイザーによる、個人に配慮した継続的

な支援サービスが行われる点にある（堀2006）。

OECD（2010）は、日本を含むOECD諸国では、

1980年代半ばから2000年代半ばにかけて、

「若者の貧困」リスクが増加していると報告

している。特に、18歳から25歳の若者層では、

相対的貧困に陥るリスクが20年前に比べ、25

ポイント程度増えているとしている。

しかし、日本では「若者の貧困」は2000年代

初めまであまり社会問題として焦点化してこ
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なかった。むしろ、フリーターとよばれる非

正規雇用の若者や、ニート・ひきこもりなど

は、親に依存し甘えた「パラサイト・シング

ル」と見られていた（宮本2002）。もっとも、

この「パラサイト・シングル」という言葉を

生み出した山田昌弘（1999）は、現在では、

パラサイト・シングルについて次のように述

べている。「正社員として自立し、安定した

家庭を築けるにもかかわらず、親と同居し続

ける未婚の若者を｢パラサイト・シングル｣と

位置づけ、社会的に大きな反響を呼びました。

しかし現在では、その性質が大きく変容し、

親と同居しなければ若者の暮らしが成り立た

ない状況が急増しています。平成24年度の

｢国土交通白書」によれば、35歳から39歳ま

での親と同居している未婚者が193万人にま

で達し、同世代の若者の２割近くを

占めている状況です。しかも、彼ら

の非正規雇用および失業率が非常に

高いことが判明しています｣（山田20

14）。つまり、現在、親と同居して

いる若者は、親に甘えているのでは

なく、同居しなくては自分の暮らし

が成り立たないほど生活が苦しいと

いうことである。

また、山田は、同居していた親が

年金生活等で貧困化あるいは死亡し

た場合について、「親に頼ることの

できない若者にとっては、生活の不

安定さがアンダークラス（下層）化

に直結するなど、経済格差という名

の階級社会が到来しかねません。不

安定な暮らしを余儀なくされている

若者たちは、病気や長期失業などの

リスクに常にさらされています。そ

していざ問題が起きれば、たちまち

ネットカフェ難民やホームレス生活

など社会的弱者に転落してしまう。」

と述べている。つまり、親はすぐに

も高齢化して頼れなくなるため、大

勢の若者にネットカフェ難民やホー

ムレス生活に陥る危険が迫っている

のである。

図１および図２は、1985年と2012年の年齢

層別相対的貧困率について、男女別に比較し

たものである。OECDの報告と同じように、15

歳から25歳までの貧困率は、1985年よりも20

12年が 高20ポイント程度、高くなってきて

いる。このように、多くの非正規雇用や無業

の若者たちが、親にも依存できなくなって、

ついにネットカフェ難民やホームレス生活な

どの「若者の貧困」の可視化がはじまり、社

会的な問題として関心が高まってきている。

若者無業者（ニート）やひきこもりなどの

増加

可視化し易い「若者の貧困」としては、無

業者（ニート）やひきこもりがある。
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図１ 1985年と2012年の年齢層別相対的貧困率の比較（男性）

図２ 1985年と2012年の年齢層別相対的貧困率の比較（女性）

出所：阿部彩（2015）「貧困率の長期的動向「国民生活基礎

調査（1985年～2012年）」を用いて」



若者無業者とは、15～34歳の非労働力人口

のうち、家事も通学もしていない者で、ニー

トとも呼ばれている（内閣府2010）。若者無

業者（ニート）の数は、厚生労働省によると、

2002年に大きく増加した後、おおむね横ばい

で推移しており、2012年には63万人である。

15～34歳に占める割合は緩やかに上昇してお

り、201２年は2.3％となっている。年齢階級

別にみると、15～19歳が9万人、20～24歳が1

7万人、25～29歳が18万人、30～34歳が18万

人である（厚生労働省2013）。

一方、ひきこもりとは、「ふだんは家にい

るが，自分の趣味に関する用事の時だけ外出

する」者のことである（内閣府2010）。人数

は、内閣府「若者の意識に関する調査（ひき

こもりに関する実態調査）」によると、「ふ

だんは家にいるが、近所のコンビニなどに出

かける」「自室からは出るが、家からは出な

い」「自室からはほとんど出ない」に該当し

た者（「狭義のひきこもり」）が23.6万人、

「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する

用事の時だけ外出する」（「準ひきこもり」）

が46.0万人、この「狭義のひきこもり」と

「準ひきこもり」を合わせた広義のひきこも

りは69.6万人と推計される（内閣府2010）。

以上のように、若者無業者（ニート）とひ

きこもりの数を合計すると、130万人を超え

る。こうした状況の社会的背景について、内

閣府が設置した「若者の包括的な自立支援方

策に関する検討会」は、「無業の若者の中で

も就業希望を表明していない若者には、比較

的低学歴の者の占める割合が高い。また、い

わゆる「ニート」のうちには、貧困や複雑な

家庭状況等の原因や、不登校など学校での問

題、心身の障害、さらには地域の産業衰退等

本人の意欲とは別の様々な原因による者も存

在すると考えられる」（内閣府2005）と報告

している。それ故、彼らには、就労支援以前

に生活での自立支援が必要である。

「若者の貧困」をもたらす非正規雇用者の

増加

更に問題なのは、可視化し難い状態にある

「若者の貧困」である。つまり、働いて経済

的に自立している様に見えながら、実際には

ギリギリの生活であり、不安定な就労のため

いつ貧困に陥るかもしれない、またはすでに

貧困に陥っている状態の非正規雇用の若者が

急激に増加していることである。では、その

人数や収入の実態はどのようなものであろう

か。

図３は、労働人口における非正規雇用者の

割合の推移である。これによれば、非正規雇

用者の割合は、1990年の20％から2014年には

37％と倍増し、全労働者の4割近くに上って

いる。また、図４の年齢階級別非正規雇用者
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出所：総務省統計局「 近の正規・非正規雇用の特徴」（2015年7月）



　　平均給与
正規雇用者の
平均給与

非正規雇用者の
平均給与

計 ４１５．０万円 ４７７．７万円 １６９．７万円

男 ５１４．４万円 ５３２．３万円 ２２２．０万円

女 ２７２．２万円 ３５９．３万円 １４７．５万円

表１　正規雇用と非正規雇用の１人当たりの平均給与（2013年）

出所：国税庁「民間給与実態統計調査」（2014年）

＜男子＞

20代前半 20代後半 30代前半 30代後半 40代前半 40代後半 50代前半 50代後半

正規雇用 205.9 243.2 282.4 323.9 363.7 411.1 435.8 424.7

非正規雇用 176.9 195.1 214.8 224.0 226.5 231.3 234.1 231.4

＜女子＞

20代前半 20代後半 30代前半 30代後半 40代前半 40代後半 50代前半 50代後半

正規雇用 198.3 226.3 247.1 264.5 277.3 291.0 291.5 285.5

非正規雇用 164.4 181.2 188.6 187.1 184.6 181.7 177.0 173.7

出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（2014年）

(単位：千円）

(単位：千円）

表２　正規雇用と非正規雇用の１人当たりの平均給与の年齢別男女別推移（2014年）

の割合を見ると、15歳から24歳の若者の場合、

1990年が20.5％、2000年が40.5％、2014年が

48.6％と増えている。つまり、現在、働く若

者の約半数が、非正規雇用者という不安定な

雇用状態になっている（総務省2015）。

では、働く若者の半数が占める非正規雇用

者の収入はどれほどのものであろうか。

表１は、正規雇用と非正規雇用の１人当た

りの平均給与（2013年）である。これによる

と、非正規雇用者の平均給与は、男性では22

2.0万円、女性では147.5万円、平均すると16

9.7万円（税金社会保険料を含む）になる。

これでは、単身者世帯に支給される生活保護

費（東京都で生活扶助費と住宅扶助費合計で

月約13万円年約156万円）よりも少なく、貧

困生活を余議なくされることになる。まさに、

いわゆる働いても貧困に陥ってしまうワーキ

ング・プアと呼ばれる事態が、働く若者の半

数に蔓延していると推測される。

表２は、正規雇用と非正規雇用の１人当た

りの平均給与の年齢別男女別推移である。こ

れから分かるように、非正規雇用者は、ただ

給与が安いだけではない。働き続けても給与

面において昇給していかないのである。20代

前半と50代前半の給与を比較すれば、男性の

場合、正規雇用者は20代前半の平均給与205.

9万円が50代前半で435.8万円と倍増するが、

非正規雇用者は20代前半の平均給与176.9万

円が50代前半で234.1万円と20％ほどしか上

がらない。女性の場合、正規雇用者でも20代

前半の平均給与198.3万円が50代前半で291.5

万円と50％ほどしか上がらず、非正規雇用者

は20代前半の平均給与164.4万円が50代前半

で177.0万円とほとんど上がらない。これで

は、非正規雇用者は一生年収200万円前後の

ワーキング・プアのままである。

この点、日本の労働市場においては、学卒

新規一括採用が慣例化しているため、高校や

大学からの就職が重要となる。無業で卒業し

たり、また就職してもすぐ離職をするなど

「学校から仕事への移行」に失敗し、非正規

雇用者として働いていると、正規雇用へ移行

したくても困難である。

なぜなら、非正規雇用の仕事は単純作業が

多く、キャリア形成の蓄積が図れないため、

就職活動をしても即戦力の欲しい企業が履歴

書の空欄を見つけると、それだけで採用を控

えるからである。では、自分でキャリア形成

を積むために、自費で再教育や訓練機関に通

うかというと、非正規雇用者にはそのような

経済的時間的余裕が乏しいと思われる。

低賃金のため、ネットカフェや脱法ハ

ウスに泊まり込み、そこさえ派遣切り

のように雇用契約が打ち切られれば、

出ていかなくてならない。住所不定と

なり、面接準備も交通費もないため、

正規雇用に向けた就職活動をすること
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中学卒業 高校卒業中退
大学・専門学
校卒業中退

①未進学者の総数 1.9万人 35.0万人 77.6万人

②就職 0.5万人 18.6万人 56.9万人

③早期離職（3年以内） 0.3万人 7.5万人 19.6万人

④無業・一時的仕事 1.4万人 10.7万人 14.0万人

⑤中途退学 5.7万人 6.7万人

⑥移行困難者数（③④⑤の合計） 1.7万人 23.9万人 40.6万人

困難者の割合（⑥÷①×100） 89% 68% 52%

注）内閣官房「雇用戦略対話」第七回会合資料（2012年3月19日）を筆者が表に直す。

表３　学校から仕事へと移行困難な若者（2010年度）

はできない。

そのため、一度非正規雇用者になると、正

規雇用者へ脱出するのは難しく、実際１年間

で、全非正規雇用者のうち正規雇用者に転換

できる割合は25％にも満たない（2012年度総

務省就業構造基本調査）。それどころか、同

調査では、正規雇用者から非正規雇用者に転

換する割合は40％にのぼるため、結果的に年々

非正規雇用者が増加していることになる。

非正規雇用が長期化すると、低賃金で日々

長時間働いて健康を害したり、企業の都合で

突然解雇されて将来への展望を失い精神的な

ストレスが蓄積されてメンタル面を害するこ

とが多い。正規雇用への脱出どころか、治療

費のため生活保護費の受給が急務となる。

このように、一旦非正規雇用者となると、正

規雇用への転換は難しく、むしろ非正規こよ

うが長期化して、心身を害し働けなく危険に

陥る。従って、「若者の貧困」の要因とは、

非正規雇用者の増加のことであり、この解決

こそが問われている。

「学校から仕事への移行」困難化の実態

若者の非正規雇用者の増加は、｢学校から

仕事への移行｣を困難化している。もっとも、

｢学校から仕事への移行｣困難化は、その全体

像がなかなか把握できなかったが、2012年に

初めて内閣府より統計的な資料が公表された。

それが、表３の「2010年3月卒業生の進学・

就職状況」である。これによると、中卒の場

合、未進学者は1.9万人、うち3年以内の早期

離職0.3万人、無業・一時的仕事1.4万人なの

で、移行困難者は1.7万人となり、未進学者

の約89％にあたる。また、高卒・中退の場合、

未進学者は35万人、うち早期離職7.5万人、

無業・一時的仕事10.7万人、中退5.7万人な

ので、移行困難者は23.9万人となり、未進学

者の約68％にあたる。さらに、大卒・中退の

場合、未進学者は77.6万人、うち早期離職19.

6万人、無業・一時的仕事14万人、中退6.7万

人なので、移行困難者は40.6万人となり、未

進学者の約56％にあたる。つまり、2010年3

月に学校を卒業して仕事への移行に困難を抱

える若者は、合計66.2万人、未進学者約58％

を占めている。

移行困難化の背景①

―中・高卒生への求人数の激減

６割の若者が移行困難者となっている背景

とは何であろうか。第一に考えられるのは、

企業から若者への求人数の減少である。大学

生への求人数は、景気の波にもよるが、大学

生が大企業や職種にこだわらず、中小企業も

含めれば就職可能な一定数が存在している。

しかし、高校生に対しては、製造業など一部

を例外にすれば、激減している。

図５は、高等学校新規学卒者への正規雇用

の求人数の推移（1988～2014年単位千人）で

ある。過去30年間において、高校新規学卒者

への正規雇用者の求人数が 大だったのは、
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1992年の約167万8千人であった。これに対し

て、 小は2010年の約17万4千人と、10分の1

に減少している。

バブル崩壊後の不況のため、景気後退期に

求人数が減少したことは理解できる。しかし、

景気が回復した2000年代以降も、20万人台を

推移して、求人数は増えていないのはなぜで

あろうか。考えられるのは、企業が雇用戦力

を見直し、中・高卒レベルの仕事に対しては

非正規雇用者を充て、正規雇用者は大卒中心

にしているということである。

1995年、日本経済団体連合会が発表した

「新時代の『日本的経営』」では、雇用構造

の転換についてその内容がまとめられている。

そこでは、従業員を①従来型の終身雇用が適

用される「長期蓄積能力活用型グループ」

（管理職・総合職等の基幹職）、②有期雇用

で年棒制などの業績給が適用される「高度専

門能力活用型グループ」（企画・営業・研究

開発等の専門職）、③有期雇用で時給制の

「雇用柔軟グループ」（一般職・技能・販売

部門）の三層に分けている。つまり、①と②

は、 先端の産業を支える正規雇用従業員の

層として、大学や大学院を卒業して専門的な

知識や技術などの能力を有する高学歴のエリー

ト層に絞り込んで採用し、③のそれ以外の大

多数の従業員を、中学や高校を卒業した人件

費の安いパート・派遣などの非正規従業員を

採用するという雇用構造に転換するというこ

とである。

このような企業の雇用戦略の転換のため、

1990年代後半以降、たとえ景気が回復しても、

中高生の新卒者への正規雇用従業員の求人数

は減少し続け、中学や高校からの新卒一括就

職は、製造業などの一部例外を除き崩れてし

まった。

移行困難化の背景②

―大学進学の教育費の高負担

企業の雇用戦略の転換から、安定した正規

雇用へ移行するには、大学進学が必要になっ

てきた。そのため、高校生への求人数の減少

に反比例するように、大学進学率が高くなっ

てきた。前述したように、高校新規学卒者へ

の正規雇用者の求人数は、 大であった1992

年の約167万8千人が、2010年には約17万4千

人と、20年間で約10分の1に減少した。しか

し、逆に大学進学率は、1990年に24.6％であっ

たのが、1995年に32.1％、2000年に39.7％、

2005年に44.2％、2009年に50.2％と増加した。

同じ20年間に、大学進学率は２倍になったの

である（2014年度文部科学省「学校基本調査」）。

しかし、大学への進学率も2010年度の54.3

％をピークに、2011年度53.9％、2012年度53.

5％、2013年度53.2％と減少する

傾向にある。少子化で入学定員を

満たさない大学が増えており、学

力的に低くても、希望すればどこ

かの大学には入学できる状況にも

かかわらす、なぜ停滞・減少する

のであろうか。

この原因は、大学生活にかかる

学費などの高額な費用負担にある

と思われる。独立行政法人学生支

援機構の「平成24年度学生生活調

査結果」によると、学生生活費の

平均は、国立大学生で学費673,70

0円、生活費890,200円、合計1,56

3,900円、私立大学生で学費1,319,
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700円、生活費657,500円、合計1,977,200円

となる。つまり、平均的な大学生で、1年間

の学生生活費は約150万円～200万円はかかる

と考えられる。この額は、大学生のいる世帯

にとって、どれほどの負担となるのであろう

か。

厚生労働省の「平成25年国民生活基礎調査

の概況」によると、１世帯あたり平均所得金

額は、児童のいる世帯で673.2万円（2012年

度）である。もっとも、これから税金や社会

保険料を差し引くと、実際に使える金額は50

0万円代中ごろと推測できる。すると、大学

生が1人いると、世帯所得の約3分の１が大学

生に消費され、残り300万円代で残りの家族

が生活することになる。この額は、非課税の

世帯所得に近く、生活は困窮すると思われ、

さらに、大学生が2人いると、残りの家族は2

00万円以下の所得で生活することになる。

このように、大学進学は、高校生を抱える

世帯にとって大きな経済的負担となることは

明らかである。大学進学に関する経済力の格

差に関する研究としては、小林雅之（東京大

学）の「高等教育機関への進学時の家計負担

に関する調査研究報告書」（平成26年3月31

日）がある。この報告書は、「特に私立大学

進学率は、400万円以下の低所得層では23.2

％に対して、1,000万円以上の高所得層では、

49.2％と2倍以上の格差があった。」と指摘

している。

高負担化する進学費用に対しては、日本学

生支援機構などの奨学金が存在している。す

でに、2012年度で52.5％の大学生が日本学生

支援機構の奨学金制度を利用している（日本

学生支援機構2013）。しかし、日本学生支援

機構の奨学金制度は有利子の割合が多く、卒

業後の数百万円にのぼるこの教育ローンへの

返済が、社会問題化している。

日本学生支援機構によれば、2010年度末で

3ヶ月以上の返済滞納者は20万人、延滞債権

額は2660億円となっている。滞納者には、年

利10％の延滞金がつき、延滞金の返済後に利

息元本の返済がはじまるため、返済額が膨れ

上って、ますます返済困難になる悪循環に陥っ

ている。

終わりに

以上、統計資料を中心として「若者の貧困」

の現状と原因を検討し、次のようなことが分

かった。15歳から25歳までの相対的貧困率が

1985年から2012年の27年間で約20ポイント高

くなっており、若者の貧困は深刻化している。

これは、「学校から仕事への移行」が困難な

若者が、約6割近く存在し、正規雇用者の半

分以下の約170万円しか収入がない非正規雇

用者が、若者の半数を占めるためと思われる。

高卒求人数が20年間で10分の1の激減したこ

とや、大学進学費用が年間約200万円に増え

ているということが、「学校から仕事への移

行」困難化の背景に存在する。

よって、「若者の貧困」を解決するには、

若者の非正規雇用を減らせるように、「学校

から仕事への移行」をスムーズにすることが

必要である。政府が取り組んでいる若者支援

策も、この点で具体化されなければならない。

果たして、そのようになっているか検討する

ことが、今後の課題である。
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11月23日に名古屋市政資料館において第３回

の研究会を開催しました。参加者は５名でした。

今回から２回にわたって加茂利男（2005）『世

界都市－｢都市再生｣の時代の中で－』有斐閣の

輪読会を行います。今回は前半について遠藤宏

一先生の報告に基づき学習しました。

課題書：加茂利男著『世界都市―「都市再生」

の時代の中で』2005有斐閣

範囲―はしがき、序章、第１部～第２部まで

報告者：遠藤宏一（元南山大学教授、大阪市立

大学名誉教授）

▼報告の中の特徴的なものと議論した中での論

点をまとめてみました。

世界都市を研究する意義について

・グローバリゼーションの時代において国民経

済や主権国家の特性が希薄化している。「国」

を対象とした研究でさえ国同士の相互連関や相

互依存の視点を組み込んだアプローチが現代社

会科学に不可欠になっている。グローバル化で

国・都市・地域が収斂しながら、他方で分化・

異化している。従って、その絡みあいについて、

ローカルなもの、グローバルなものを分析する

方法が不可欠である。本書は世界都市という都

市現象を通して、グローバリゼーションの時代

を考えてみようとする試みである。

・Ｎ.Ｙ、ロンドン、東京のような通常の国家

を超える規模の経済力や政治的・文化的影響力

を持ち、国の枠に収まり切らない「世界都市」

が出現した。多国籍企業時代における国際管理

中枢機能複合体の強化を都市再生戦略の基軸と

する政策に先鞭をつけた。

歴史の中の「世界都市」

・「世界都市」が「時代の言葉」となったのは

80年代以降の都市「政策概念」として現れた。

日本の場合「四全総｣、｢東京改造」前後である。

・世界都市の概念には長い歴史の蓄積があり、

今日の世界都市論の歴史的な世界都市論を援用

したものである。かつてゲーテやシュペングラー、

ゲデス、マンフォード等が世界都市について述

べてきている。歴史から現代へ世界都市論を橋

渡ししたのがホールである。彼は「世界都市の

変わらざる根本的な存在理由は政治権力と通称」

だと述べている。また一方で、「世界都市の

大の特徴は、それが持続的な経済的強さを保持

することだ」とも述べている。

現代世界都市が形成された背景

・20世紀末の「グローバリゼーション」をもた

らした要因は①軍事的政治要因、②世界経済秩

序と国際レジームの形成、③国際公共システム、

国連などの政府間組織、④多国籍企業の出現、

⑤グローバル金融の形成、⑥労働力の国際移動、

⑦交通通信革命、⑧グローバルカルチャーの形

成などがあげられる。

・金融の肥大とその帰結として、現代世界都市

は不均衡な成長をする。具体的にはN.Yは基軸

通貨国の経済首都となり、東京は商品輸出機能

による産業センター型世界都市といった個性を

持つことになる。

世界都市の相互関係と多様性

・Ｎ.Ｙは産業基盤の脆弱性にもかかわらず、そ

の質の高い金融・サービス機能によってグローバ

ルマネーをコントロールし、対外的な金融・サー

ビスの利得によって繁栄するというパターンをつ

くった。すなわちＮ.Ｙは「マネー・アブソーバー
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（マネー吸収）」型世界都市となった。東京は

「マネー・サプライヤー」型世界都市と言える。

日本型世界都市・東京

・東京は他国とは独特の性格を持つ。①日本経

済は極端な一極集中により東京の内部とその周

辺に集積している。②東京はＮ.Ｙなどとは対

照的に産業構造が極めて多様で集積の大きさが

目立つ。例えると『ジャストインタイム』シス

テムによって形成されたトヨタの『カンパニー・

タウン』モデルを拡大したような性格を持って

いる。③そのことは国際的な文脈の中では半開

放性、限定された開放性であり、資本と労働の

閉鎖性をもっていると言える。

・「世界都市・東京」の形成過程は、中央政府、

地方政府、民間セクター間の協調的調整にある。

計画と政策の調整システムは戦略的政策が問題

となると、中央政府からの垂直的統制の手段と

なりうる。

・日本型世界都市・東京の長所と短所とは①多

様性に富む産業構造は、都市経済の安定性をも

たらす。②東京への経済の一極集中は情報や効

率性をもたらし企業の取引コストの節約となる。

③労働市場が比較的に規制されており、外国人

労働者はまだ少数のため都市社会の二極化によ

る社会的コストは抑制されている。④都市経済

の効率性と安定性は都市の「住みやすさ」の犠

牲の上に実現している。⑤「グローバル経済の

コマンド・ポスト、結節点としての機能面では

東京は世界都市としては未成熟にある。

「世界都市」時代の日本の政治

・世界の大都市を多国籍企業上位500社の本社

の立地数でランク付けすると東京は世界第3位、

大阪は第7位である。しかし、外国銀行の支店

数では、東京はまだＮ.Ｙの4割、ロンドンの三

分の一であり、開かれた国際金融都市とはいえ

ない。また大阪は東西二本社制をとっていたた

めに出た数字である。むしろ国際化の中ですさ

まじい一極集中化が起こっていた点にこそ、日

本の世界都市時代の特徴があった。

・世界都市の形成は都市政治の保守化と絡み合っ

て進んだ。それは、都市の就業構造や階層構造

の変化に関係がある。しかし、一方ではＮ.Ｙで

のコミュニティー・ボードの制度がつくられる、

イタリア、イギリス、北欧などでも地区評議会が

つくられるなどの新しい社会運動の発展も注目す

べき改革であった。

グローバリゼーションの逆説

―「平成不況」と日本型世界都市

・1970年代以降、「都市の衰退」が先進国の大

きな問題となったなかで、日本だけは例外だと

言われた。しかし東京経済の国際的地位は、意

外に早く退潮に直面する。1990年代の初めに

「バブル経済の崩壊」が起こると東京や大阪の

成長は失速した。金融機関（とくに外国企業）

は投資コストが低く、自由な市場を求めてシン

ガポールや香港に移動した。世界都市東京の政

策の挫折である。しかし、大阪等ではなおも世

界都市への道を模索している。

・東京はＮ.Ｙのような「純粋世界都市」には

変化しなった。金融部門の企業数は減少、外国

銀行のアジア地区へ流出することにより、国際

金融センターとしての地位は低下することになっ

た。その要因は金融市場への政府の市場規制、

「護送船団」システムに組み込まれていた日本

の金融機関の国際的財務慣行の感覚の欠如があ

げられる。

・グローバル化は一時的な変化ではなく総合的

な変化である。経済のグローバル化には二つの

次元の変化を見ることができる。①産業のグロー

バル化。物的生産の超国家化、輸出の拡大の次

元。②資本と金融グローバル化。輸出による余

剰が国際金融資本に転化し国際金融都市が確立

される。この二つの次元がグローバル化の過程

で交錯し相互関係をつくる。

・産業センター型の世界都市は、資本と労働市

場の自由化を犠牲にして利点を維持する。金融

中心の世界都市は製造業における資本所有と雇

用の安定を犠牲にして市場の自由化を進める。

そして、この二次元の矛盾が世界都市間の軋轢

に転化する。世界都市間の関係も互酬的で相補

的であったものが1990年ごろに終わりを告げ、

国際資本はしだいに産業部門から金融部門にシ

フトする。こうして東京及び日本の金融部門が

グローバル化した市場で競争に勝てず、日本経

済の長期の不況をもたらした。ただ、東京や大

阪は金融危機によって苦境に陥ったとはいえ、

なおも巨大な地域市場と多様な産業構造をもっ

ており、このことが東京や大阪の衰退をゆっく

りなものにしている。（文責：中川）
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【愛 知】

〇一宮産ボールペン、中部空港免税店のみ販売

中部空港（常滑市）の国際線出発エリアの免税店だ

けで販売されているボールペンがある。一宮市の町

工場が精密部品加工の技術を生かして開発した。日

本製にこだわる空港会社直営の「ネオ・ジャパン」

が日本のものづくりをアピールする土産品として今

夏から取り扱っている。岩手県の南部鉄器など日本

を代表する伝統的工芸品に並び、店内の一角を占め

るのがステンレス製ボールペン「ＭｙＳｔａｒ（マ

イスター）」だ。精密部品加工が専門の「オオヤギ

製作所」（本社・一宮市）が持ち前の切削技術を使っ

て製造した。竹の形をしたペンと台座のセット「Ｋ

ＡＧＵＹＡ（カグヤ）」のほか、自由に組み合わせ

ることができるペン3種類、台座4種類を用意した。

ペンの重さは約50グラム。重量感を出すことで高級

感を持たせた。表面には細かい削り跡を残し、ネジ

を削る技術を駆使したらせん状の模様や水玉を入れ

るなど、デザイン性も重視したという。（2016年11

月10日朝日新聞愛知版）

〇木材チップ活用など探る

設楽町と業者ら協議会を設立

設楽町や主に奥三河の製材、建築業者らが、森林資

源を使って活性化につなげる方策を考える「東三河

森林活用協議会」の設立会合が15日、同町役場で開

かれた。水源や資源として森林の重要性が注目され

る中、木材チップを有効活用する方法などを探って

いく。参加するのは、製材、建設業者や同町、森林

組合、金融機関など２６の会社と団体。今後、材木

の建築用材としての利用度を高めることや、発電業

者への供給、町内の施設での熱源としての活用など

を考える。また、木の枝や葉からオイルを抽出して

商品化することも目指したり、森林での木こりを体

験する催事を開いて、森林保護への理解を深めたり

することも考えている。（2016年11月16日読売新聞

愛知版）

〇高浜市住民投票 不成立…投票率３６％

公民館解体是非 開票せず

高浜市で唯一のホール機能がある市立中央公民館

の解体の是非を問う住民投票が20日、18歳以上の投

票資格者を対象に行われたが、投票率が36.66％と50

％未満だったため、市住民投票条例に基づき不成立

となり、開票されなかった。当日の投票資格者数は3

万5556人だった。市は、築36年の公民館を解体し、

公民館のホール機能を建て替える高浜小学校の体育

館と複合化したうえで、公民館の跡地に刈谷豊田総

合病院高浜分院を移転する方針を示している。これ

に対し、中央公民館の解体に反対する市民グループ

「高浜の住民自治をめざす会」が「中央公民館はま

だ使用できる」などとして、7月11日から8月10日ま

での１か月間、住民投票の請求に向けた署名活動を

展開した。市選挙管理委員会が審査し、請求に必要

な投票資格者の3分の1を超す1万3316人の署名が有効

となり住民投票が決まった。

（2016年11月21日読売新聞愛知版）

〇 刈谷城復元再考へ署名

計画疑問視の市民が活動開始

刈谷市が進める刈谷城復元計画の見直しを求め、市

民有志による「刈谷城の復元の延期、見直しを考え

る会」が署名活動を始めた。署名はすでに千人を超

えており、今後は街頭などへ活動を広げ、市民に問

い掛ける。「考える会」は、刈谷市の話題について

意見を交わす交流サイトを通じて知り合った約50人。

職業は会社員や経営者、主婦などさまざまで、年齢

層も20代から高齢者まで幅広い。市の計画では、亀

城（きじょう）公園（同市城町）内に「辰巳櫓（た

つみやぐら）」と「多門（たもん）櫓」、「石垣」

の一部を2020年度までに復元する。事業費は約30億

円。 八月下旬に、刈谷城復元と市歴史博物館建設

を合わせた事業費が65億円になることが明らかにな

ると、サイトで議論が沸騰。計画自体を知らなかっ

た人も多く、「本当に必要なのか」と疑問視する意

見が多数を占めた。(2016年11月30日中日新聞愛知版)

【岐 阜】

〇県内高齢１人暮らし最多／岐阜県

１５年国勢調査、７万３１２０世帯

岐阜県は2日、県内の高齢者の1人暮らし世帯が7万31

20世帯と過去 多に上った、と発表した。2015年国

勢調査を分析した。一般世帯に占める割合は9.7％で、

前回の10年調査に比べて27.6％の大幅な増加となっ

た。県は「１人暮らし世帯や核家族が増えており、

今後も増加傾向が続く」としている。▽市町村別に

みると、高齢者の１人暮らし世帯は全市町村で増加

した。一般世帯に占める割合が１割を超えたのは、

加茂郡白川町14.7％、七宗町14.6％、下呂市12.9％、

飛騨市12.3％、岐阜市11.4％など19市町村だった。

（2016年11月03日岐阜新聞）

〇県営住宅、単身者ＯＫに／岐阜県

１２月に条例改正案提出へ

県は4月から、同居の親族がいなければ入居できな

いとしている県営住宅の入居要件について、廃止す

る方針を固めた。支援の対象を広げるのが狙い。関

連条例の改正案を県議会十二月定例会に提出する。

一般の単身者の入居が可能になれば、大阪府、高知

県などに続き全国6例目。現行の県営住宅条例で、県
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営住宅に入居できる低所得者のうち、単身で入居で

きるのは高齢者と障害者のみ。それ以外は「親族と

の同居が必要」と規定している。公営住宅の同居親

族要件を巡っては、国が2011年の法改正で廃止し、

入居資格の決め方を各自治体に委ねた。県は当時、

「単身者の応募が殺到することで（抽選により）低

所得世帯の入居が妨げられる恐れがある」として、

親族要件の撤廃を見送った。県住宅課によると、県

内の県営住宅の昨年度の平均入居率は73.5％と、5年

前から14.5ポイント低下している。（2016年11月18

日中日新聞岐阜版）

〇エネ地産地消へ、バイオマス発電所

高山で起工式

高山市で初めてとなる木質バイオマス発電所の起工

式が22日、同市国府町の温泉施設「四十八滝温泉

しぶきの湯 遊湯館」であった。熱と電気を生み出

すシステムが稼働した後は、電気は固定価格買い取

り制度（ＦＩＴ）で中部電力に売り、熱は市の指定

管理者が運営する「しぶきの湯」の熱源として使う。

正式名称は「飛驒高山しぶきの湯バイオマス発電所」。

営業運転開始は来年３月の予定で、事業費は約２億

円。年間発電量は約126万キロワット時と小規模だが、

実施主体「飛驒高山グリーンヒート合同会社」の岡

田贊三（さんぞう）代表社員（飛驒産業社長）は、

「地域のエネルギーを地域でまかなう『エネルギー

地産地消』のよい実践例にしたい」と抱負を述べた。

燃料は山に放置されたままの未利用材を使い、2008

年に同市にできた「木質燃料」が木質ペレットにし

て供給する。（2016年11月23日朝日新聞岐阜版）

〇「食と農の景勝地」に下呂・馬瀬地域

外国人誘客へ国が認定

下呂市の馬瀬地域（旧馬瀬村）が、地方に外国人観

光客を呼び込もうと農林水産省が今年度創設した

「食と農の景勝地」に認定された。新制度は、地方

の伝統的な日本食に国がお墨付きを与え、農村など

を訪れる外国人観光客を増やし、地域の活性化につ

なげる狙い。全国44地域から申請があったが、馬瀬

や北海道・十勝など５地域が認定第１号となった。

馬瀬地域は「日本で も美しい村」連合に加盟。官

民一体組織「馬瀬地方自然公園づくり委員会」（小

池永司委員長）が中心となり、味に定評があるアユ

を活用した観光や、集落を歩くグリーンツーリズム

に取り組んでいる。伝統料理としては朴葉ずし、発

酵食品のねずし、五平餅などがある。農水省に提出

した計画では、外国語による情報発信、体験型観光

プランの開発などを進め、４年後には、今は年間約1

00人の外国人観光客を1000人に引き上げる目標を掲

げている。（2016年11月28日読売新聞岐阜版）

〇住民投票条例案 市が議会提案へ

各務原庁舎問題

各務原市は25日、住民団体から直接請求があった市

役所本庁舎の建て替え計画の是非を問う住民投票条

例案について、30日に始まる市議会定例会に市長の

意見書を付けて提案すると発表した。住民団体の意

見陳述を経て、12月22日の本会議で議決にかけられ

る予定。（2016年11月28日朝日新聞岐阜版）

【三 重】

〇原発誘致住民投票から１５年

３日に市民団体集会

原子力発電所の誘致をめぐる旧海山（みやま）町

（現紀北町）の住民投票から、今年11月で15年を迎

える。原発推進派が主導した住民投票で反対派がダ

ブルスコアで圧勝した経緯を知ってもらおうと、市

民団体「原発おことわり三重の会」は3日、「海山原

発を止めた町住民投票から15年 知ること学ぶこと」

と題した集会を津市の県総合文化センターで開く。

海山町の住民投票は、電力会社の具体的な計画がな

い段階で、町が原発を誘致するかどうかの判断を住

民にゆだねた全国で初めてのケースだった。約30キ

ロ離れた芦浜原発計画が白紙撤回された翌2001年、

有権者の64％の推進署名が集められ、町議会で住民

投票条例ができて、11月18日に住民投票があった。

賛成2512票、反対5215票の大差で決着した。（2016

年11月1日朝日新聞三重版）

〇県内生産額は1.4４％減

２０１１年の産業連関表／三重県

県は、県内の経済構造や産業と消費者との間の取引

などを示す2011年の「産業連関表」を発表した。公

共事業や大規模イベントの経済波及効果を算出する

際に使われる表で、11年版が 新版となる。県のホー

ムページで公表する。▽県はおおむね5年ごとに産業

連関表を作っている。伊勢志摩サミットの経済波及

効果を弾き出す際には05年版の表を使った。（2016

年11月4日中日新聞三重版）

〇乳幼児医療費の窓口無料化

来年４月から、県内初／鈴鹿市

鈴鹿市の末松則子市長は25日の定例記者会見で、0―

3歳までの乳幼児の医療費の窓口無料化を実施すると

発表した。併せて、子ども医療費の対象を中学生の

通院分にまで拡大する。いずれも平成29年4月1日以

降の診察分が対象。窓口無料化は県内自治体では初

めて。末松市長は「県全体でできるように希望を込

めて、鈴鹿市からスタートする」と述べた。現在の

助成法は保険適用分を窓口負担し、後日口座振り込

みで受け取る「償還払い方式」だが、県外の自治体

で窓口無料化が進んでいることや子育て支援の観点

から、実施に踏み切った。(2016年11月26日伊勢新聞)
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◆第4回都市再生プラン研究会

日時：12月18日（日）午後1時30分から

会場：名古屋市市政資料館

内容：輪読会

課題書：加茂利男著『世界都市―「都市再

生」の時代の中で』2005有斐閣

範囲：第三部「二十一世紀の世界都市－光と影
の未来像」・終章「都市の再生に向かっ

て」（141P～204P）

・参考書として松谷明彦著『東京劣化－地方以
上に劇的な首都の人口問題』2015と矢作弘

著『縮小都市の挑戦』2014岩波新書

報告者：中川博一

※例会終了後に忘年会を予定しています。会

場は当日に決めます。

◆まちづくり読書会

自治体問題研究所発行「住民と自治」を読みあ

い、自由に話し合います。

日時：12月25日(日）13時30分～15時30分

場所：瑞穂図書館集会室

テーマ：公契約条例について

主催：まちづくり読書会実行委員会

※問合せ先：五十嵐Tel:090-5633-5154

◆設楽ダムシンポ

「豊川下流域の住民として設楽ダムをどう

考えたらよいか」

日時:1月21日(土) 13：30～16：30

場所: 豊橋市職員会館５階

※詳細は次ページを参照してください。

◆「地域づくりと住民自治研究会」例会

日時：1月22日(日) 14時～16時

会場：イーブルなごや３階第７研修室

＊自治会運営や名古屋市学区連協の報告を受け、

改善の進め方について話し合います。

◆第5回都市再生プラン研究会

日時：1月22日（日）午後1時30分から

会場：名古屋市市政資料館

内容：『暮らしと地域経済に希望を－名古

屋経済の明日を考える－』発行にあたっ

て寄稿者3名からの報告

①河村マニフェストと名古屋市政(遠藤宏一)

②産業構造と雇用から見た名古屋経済の課

題（梅原浩次郎）

③財政から見た名古屋市政の問題(中川博一)

◆第9回地方自治研究会

日時：１月28日（土）14時～17時

会場：「名城大学ナゴヤドーム前キャンパ

ス」DW302教室（西館3階）

（代表：052-832-1151）

名古屋市東区矢田南4-102-9

＊地下鉄名城線｢名古屋ドーム前矢田駅｣」2番出口

テーマ：自治体の「個人番号制度（マイナ

ンバー）」問題について

報告：庄村先生（名城大学）

自治体職員（依頼中）
＊自治体の個人番号制度(マイナンバー)の運用状況
やその課題・問題点を明らかにし、個人番号制度

と住民基本台帳制度との「違い」などを通して、

自治体の事務の法的性質をともに考えます。

●行事案内（１）

東海自治体問題研究所の
研究助成について

先日行われた2016年度第43回会員総会

で、自治体問題、地域問題等に関する調

査・研究を行うことを目的とする個人・

グループに、研究助成を行うことを決め

ました。

申請方法、詳細については、事務局ま

でお問い合わせください。

（TEL/FAX 052-916-2540）
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地域経済の将来を考える研究会が編集し

東海自治体問題研究所が発行する

新刊本が完成

暮らしと
地域経済に希望を

－名古屋経済の明日を考える－

頒価 500円

名古屋市政への政策的な問題提起として大木一

訓、梅原浩次郎、遠藤宏一、山田明、井内尚樹、

太田義郎の各氏を始めとして20名が執筆。

申込みはTEL又はFAXで東海自治体問題研

究所まで（TEL/FAX 052-916-2540）。

設楽ダムシンポ

豊川下流域の住民として
設楽ダムをどう考えたらよいか

第1部 記念講演

講師 市野和夫氏（元愛知大学教授）

市民が再検証する設楽ダム事業

第2部 パネルディスカッション

コーディネーター 宮入興一氏

（愛知大学名誉教授・東三河くらしと自治研究所代表）

パネラー

豊川用水の水は足りている～現場から

伊藤正志氏（農民運動愛知県連合会会長）

三河湾が国産アサリの６割をシェア

鈴木輝明氏（名城大学大学院特任教授）

設楽ダム予定地の地盤は？

市野和夫氏（元愛知大学教授）

開催日時

1月21日(土)
13：30～16：30

開催会場

豊橋市職員会館５階

交通アクセス
豊橋鉄道市内電車

「市役所前」電停から

徒歩３分

主催：東三河くらしと自治研究所

協力：設楽ダム建設中止を求める会

▼ 会費納入のお願い ▼

東海自治体問題研究所の

「会員」の皆さんへ

会費納入のお願いを今月号の所報に

同封しました。早めの納入にご協力お

願いします。

★ ゆうちょ銀行引き落としの方へ

「会費」の引落し日は今月12月26日です。

2017年1月～6月までの半年分です。

●行事案内（２）


